
１．地域まちづくり協議会ガイドラインに盛り込む項目 
  
 盛り込む項目（案）  
〇地域まちづくり協議会とは？ 
　概ね小学校区以内において、自分たちの住む地域の活性化や身近な課題を解

決して、みんなで話し合い、協力・連携しながらまちづくりを進めていく新

しいまちづくり組織。 
 
〇地域まちづくり協議会の構成 
自治会や校区副委員会をはじめ、地域内の NPO法人、市民活動・ボランティ
ア団体など各種団体によって構成され、地域課題の解決や地域活性課に向け、

構成員の強みを出し合っていく組織。 
 
〇地域まちづくり協議会のめざす姿 
　「誰もが気軽に参加できる組織」 
「多様な担い手が関わっている」 
「組織内や地域内に活動状況などの情報共有ができている」 
「協力してくれる方が増えている」 

 
〇地域まちづくり協議会ができたら 
　「地域の一体性の確保」：連携により一体感をもった活動 
「活動の相乗効果」：活動の見える化により、活動の連携　⇒相乗効果に期待 
「効率的な役割分担」：団体相互の人材活用により効率的な役割分担 
「地域課題の解決」：連携により課題解決 

 
〇地域まちづくり協議会の活動 
　地域の課題解決・地域活性に向けた活動を“できること”から取り組みます。 
　「情報の交換し合う場の設定」 
「地域の課題、特性や資源を見つけ、活動の方法を話し合う」 
「地域の課題解決のための活動」 
「地域への情報発信」 

 
〇地域まちづくり協議会設立に向けたステップ（設立手続） 
地域が一体となって取り組む組織であることから住民や団体の自主性・自発

性を尊重しながら進めていくことが重要。 
ステップ１「合意形成」　⇒ステップ２「設立準備」　⇒ステップ３「設立」 
※詳細の手続き項目については、別途議論とします。 
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 こんなことも盛り込める項目の候補  
〇地域まちづくり協議会が出来た後について（大切にしていく視点や留意事項） 
〇自治会と地域まちづくり協議会の比較 
〇地域住民へのお知らせと意見収集 
〇会長や役員の役割 
〇市の役割 
〇地域住民の役割 
〇Q＆A 
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２．設立に向けたステップに盛り込む項目 
 
 盛り込む項目（案）  
・地域内の話し合いの場　　　　　　　・設立準備会の設立 
・組織体制の検討　　　　　　　　　　・規約の作成 
・地域計画の作成　　　　　　　　　　・事業計画の作成 
・予算の作成　　　　　　　　　　　　・設立総会の開催 
 
 
他市項目/盛り込むべき項目候補  
・ワークショップ　　　　　　　　　　・各団体ヒアリング 
・アンケート、結果公表　　　　　　　・地域カルテの作成 
・地域課題のテーマ別会議の開催　　　・設立準備会の規約作成 
・設立準備会の体制検討　　　　　　　・地域計画策定委員の選出 
・地域資源、地域課題の洗い出し　　　・運営、活動ルール


